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最近 、企業の保有す る無形資産(イ ンタンジブル ズ)の 重要性が認識 されている。

企業経 営にお ける無形資産価値 の重要性 が認識 され る とともに、企業の無形資産に

対す る情報要求が外部利 害関係 者の間で高 まっているのであ る。

その背景 としては、第1に 、企業の経営戦略 においてイ ンタンジブル ズ戦略への

シフ トが認 め られ るとい うことで ある。経済の ソフ ト化や グローバル化 、 さらには

IT(情 報技術)革 命 の進展等の経営環境の変化 に伴 って、企業の経 営戦略が、従来

の物的資源や財務 的資源等の有形資産(タ ンジブル ズ)中 心の戦略か ら、人的資源

や知的資源等の無形資産 中心の戦略へ とパ ラダイム ・シフ トしつつ ある。

第2に 、バ リュー ・ドライバー としての無形資産 の重要性 が高 まっている とい う

ことであ る。企業の競争力や マーケ ッ トシェアの重要 な源泉 も しくはバ リュー ・ド

ライバー(企 業価値 の決定要因)と して、従来 は有形資産の規模 が重視 されて きた

が、今 日ではむ しろ無形資産の形成 とその認識 によって企業価値 を説 明す る ウェイ

トが高 くなってい る 。

このよ うな状況に対 して、無形資産に関す る従 来の会計的取 り扱いは、利害関係

者 の情報要求 を十分 に満足 させ る もの となっていない。多 くの場合、無形資産はオ

フバ ランス項 目として処理 され、情報利用者 に対 してデ ィスク ローズ され るこ とが

ないのである。 とりわけ、有償 に より取得 した もの以外の 自己創設無形資産の会計

的認識 の問題は、将来 に残 された大 きな論点 となっている。無形資産の取 り扱 いに

関す る会計上の難 しさは、次のよ うな理 由によるもの と理解 され る。

す なわち、①企業価値評価 に当た っては、有形資産 を利用す るこ とが客観 的で有

用で あると考 え られ ること、②有形資産 に比べて、無形資産 の会計上の認 識 と測 定

が困難 である と認 め られ ること、③無形資産に対す る投資はハイ ・リスクを伴 うこ

とが多いため、オ ンバ ランス化 を避 ける会計選択 が求 め られ る こと、④無形資産 が

もた らす将来の経済的便益の発生可能性 については、高い不確実性 の下 にあるとみ

な され ることであ る。

国際会計基準(IAS)第38号 によれ ば、無形資産は次の よ うに定義 され る。す な



わち、 「無形資産(intangibleassets)と は、財 ・サー ビスの生産 も しくは供給 に使

用す るため、第三者へ の貸与または管理 目的のために保有 され る物 的実体 を有 さな

い識別 可能な非貨幣性 資産であ る」(par.9)とす る。 そ して、 この定義 に基 づ く無形

資産の計上要件 は、識別 可能性 、支配 お よび経済的便益の3点 とされてい る。

無形資産 は、ブ ラン ド、 ノウハ ウ(経 営管理 システ ム)、 顧 客 リス トな どの知 的

資産(intellectualassets)と 、のれ ん、借地権、電話加入権 な ど知的資産 以外 の無

形資産 に分類 され る。知的資産 は、特許権、商標権、意匠権 な どの法的権利 を構成

す る知的財産(intellectualproperty)と それ以外 の ものか ら構成 され る。知 的財産

は、広 く無形資産 の うち知的活動の成果 に対す る法的 な財産権す なわち知的財産権

と呼ばれ る。

無形資産 には、少 な くとも次 のよ うな特性 が認 め られ る。第1は 、無形資産は将

来 における経済的便益 の獲得が不確実 であること、第2は 、無形資産 はその価値 が

所有企 業並び に時の経過 によって変動す る性 質を持 ってい ること、第3は 、無形資

産価値 の客観 的評価が 困難 で、多 くの場合主観 的にな らざるを得 ない とい うこと、

第4は 、無形資産 に対す る当該企業の支配が困難 であ り、将来 の経 済的便益 を独 占

的 に享受 できる保証が ない とい うこと。

無形資産 のオ ンバ ランス化 に関す る適切 な情報 開示 によって、企 業価値 ・収益力

の源泉 が正 しく理解で きるよ うにな るとともに、株主 ・債権者等外部利害 関係者 と

の間の 「情報の非対称性」が解消 されることが期待 され る。企業の行 うディスクロー

ジャーの充実 と企業価値 の適正 な評価 を確保 す る上で、無形資産 とりわけ 自己創設

無形資産 の真実かつ公正な会計処理 がます ます重要 となってきてい る。


